
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票には、雇い入れ直後に、通常従事することが想定される業務及び就業場所（臨時的、一

時的なものは含みません）を記載し、併せて、今後見込まれる業務及び就業場所の変更範囲を

記載します。 

※上記の通り、募集等の時点で、具体的に想定されていない内容を含める必要はありません（就業規則等や

これまでの慣行上、変更が想定されないものではないが、本人の同意がない限り行われないものも、含める

必要はないと考えられます）。 

※有期契約の場合、更新後の契約期間中に命じる可能性がある業務及び就業場所の変更は、記載不要です。 

変更範囲の記載方法、内容は、以下の例を参考にして下さい（アルファベットは、3ページ以

降の求人票見本への参照となっています）。 

（1）（2）仕事内容・就業場所に関する変更範囲の記載方法 

【重要！！】募集等の時点で、具体的に想定されていない内容を含める

必要はありません。 

いわゆる総合職等、採用直後に従事する職種（業務）及び就業場所だけでなく、

将来に向け、あらゆる業務や就業場所への対応が想定される場合 

 

（従事すべき業務の変更範囲） 

求人票の「仕事内容」欄（A）に「変更範囲：会社の定める業務」と記載 

（就業場所の変更範囲） 

求人票の「転勤の可能性の有無」欄（B）をありとし、 

「変更範囲：会社の定める営業所」と記載 

 

採用直後に従事する職種（業務）及び就業場所が限定されているが、将来に向

け、変更の可能性がある場合 

 

（従事すべき業務の変更範囲） 

求人票の「仕事内容」欄（A）に「変更範囲：〇〇（業務）、△△（業務）」と記載 

（就業場所の変更範囲） 

求人票の「転勤の可能性の有無」欄（B）をありとし、 

「変更範囲：〇〇支店、△△営業所」と記載 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用直後に従事する職種（業務）及び就業場所が限定されており、将来に向け、 

変更の可能性がない場合 

 

（従事すべき業務の変更範囲） 

求人票の「仕事内容」欄（A）に「変更範囲：変更なし」と記載 

（就業場所の変更範囲） 

求人票の「転勤の可能性の有無」欄（B）をなしとする。 

（3）有期雇用を更新する場合の基準等の記載方法 

有期雇用の求人に関して、契約更新の可能性の有無や、一定条件下で更新がありうる場合の条

件については、これまでも求人票の所定の欄に記載いただいておりましたが、新たに、契約更

新の上限の有無と、上限がある場合には、通算契約期間又は更新回数の上限を、求人票に記載

いただくこととなりました。記載方法、内容は、以下の例を参考にして下さい。 

契約の更新継続が期待される場合 

 

「契約更新の可能性：あり」とし、「原則更新」を選択（C） 

（契約更新の上限がある場合） 

求人票の「求人に関する特記事項欄（D）」に、通算契約期間又は更新回数の上限を記載 

（契約更新の上限がない場合） 

「求人に関する特記事項欄」又は「ハローワークへの連絡事項欄」に「上限なし」と記載 

契約更新の可能性はあるもののそれが確実でない場合 

 

「契約更新の可能性：あり」とし、「条件付きで更新あり」を選択（C） 

 

「契約更新の条件欄」（C）に「契約更新可否は勤務成績によって決定」などと記載 

（契約更新の上限がある場合） 

求人票の「求人に関する特記事項欄」（D）に、通算契約期間又は更新回数の上限を記載 

（契約更新の上限がない場合） 

「求人に関する特記事項欄」又は「ハローワークへの連絡事項欄」に「上限なし」と記載 



 

 

A 
B 

C 

D 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

「変更範囲：変更なし」 

 

A：仕事内容記載例 

B：転勤範囲記載例 

C：有期雇用欄（＋D：特記事項欄）記載例 

「更新上限：通算契約期間〇年」 

又は 

「更新上限：〇回」 

又は 

「更新上限：なし」 

※強調するために、フォントの色、サイズを変えており、実際の表示とは異なります。 

※強調するために、フォント

の色、サイズを変えており、

実際の表示とは異なります。 


